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富津市地域活性化起業人（ＤＸ業務）派遣企業選定に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

人口減少や少子高齢化の進行により職員不足が懸念される中、限られ

た人員でも将来にわたり安定した行政経営を行うため、「地域活性化起

業人制度（企業派遣型）」を活用し、デジタル技術を活用した業務改革

を推進するため、公募型プロポーザル方式により、協定の相手方となる

候補者を選定する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務内容 

 ア 庁内全体の業務棚卸、課題整理、業務プロセスの見直しに関する

支援 

 イ フロントヤード・バックヤード改革に関する支援 

イ 本市の実情に即したＤＸ推進計画の策定 

ウ 策定したＤＸ推進計画を着実に実行するための伴走支援（職員研修

の企画、ＩＣＴツールやＡＩ等の活用支援等） 

エ その他上記目的の達成に必要なこと 

（２）派遣期間 

協定により定めた日から６か月以上の間とし、協議のうえ最大３年間

までとする。 

（３）募集人員 

  ２名以内（同一企業） 

（４）派遣要件 

ア 派遣元企業の社員の身分を有したまま派遣し、給与等の支給、社 

会保険等、年次有給休暇等の休暇の付与は、派遣元企業の規定による

こととする。 

イ 地域活性化起業人の要件等は、総務省の「地域活性化起業人制 
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度」推進要綱に定めるところによる。 

（５）勤務条件 

ア 勤務地 

派遣期間中の各月において開庁日の半数以上を富津市役所本庁舎

（千葉県富津市下飯野 2443 番地）で勤務することとする。 

イ 勤務時間等 

勤務時間、休憩時間及び休日については、本市の条例及び規則の規

定により次のとおりとし、その他勤務条件の詳細は選定企業と当市で

協議の上で定めることとする。 

（ア）勤務時間 ８時 30 分から 17 時 15 分まで 

（イ）休憩時間 12 時から 13 時まで 

 （ウ）休  日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定す

る休日及び 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

 

３ 派遣等に要する費用負担 

  派遣等に要する費用として特別交付税で措置される額を限度に市が

派遣元企業に負担金を支払うこととし、毎年度協議のうえ決定する。 

ただし、派遣期間が１年未満の場合は、月割りにより計算することと

する。（千円未満切り捨て） 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者と

する。 

（１）基本事項 

ア 富津市建設工事等入札参加者資格者名簿に登録されていること 

（※登録されていない場合は７(３)ア参照）。 

イ 本公告の日から提案採用者決定日までの間に、富津市建設工事請 

負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を受けていない者 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定
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のほか、次の各号に該当しない者 

（ア）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しな 

い者又は本業務の公告日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者 

（イ）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、

同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者 

（ウ）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用を申請した者で、

同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

エ 個人又は法人若しくは団体の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事

務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に

規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

   

５ 選考スケジュール 

 次のとおりとする。 

 手続等 日程（予定） 

１ 実施要領公表 令和８年３月 27 日（金） 

２ 参加表明書受付期限 令和８年４月 10 日（金） 

３ 参加資格審査結果通知 令和８年４月 13 日（月） 

４ 質問受付期間 
令和８年４月 17 日（金） 

午後５時（必着） 

５ 質問回答期限 令和８年４月 20 日（月） 

６ 技術提案書提出期限 
令和８年４月 24 日（金） 

午後５時（必着） 

７ 
審査（派遣予定者面談 

・プレゼンテーション） 
令和８年４月 28 日（火）（予定） 
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８ 審査結果通知・公表 令和８年５月１日（金）（予定） 

９ 派遣に係る協定締結 令和８年６月１日（月）（予定） 

10 派遣開始 令和８年６月以降（協議による） 

 

６ 実施要領等の公表 

  令和８年３月 27 日（金）に富津市ホームページにて公表する。参加

者申込書等の様式は、同ホームページからダウンロードすること。 

富津市ホームページ 

https://www.city.futtsu.lg.jp/0000008486.html 

 

７ 参加表明書の提出 

プロポーザルに参加を希望する者は、必要書類を電子メールにより

（原本が必要な書類は、別途郵送又は持参により）提出すること。 

  ※容量等の事情により電子メールに資料を添付できない場合は、電子

メールに資料をダウンロードするためのＵＲＬを添付すること。 

（１）受付期間 

令和８年３月 27 日（金）～令和８年４月 10 日（金） 

  土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時 30 分から午後５時まで 

※郵送での提出は、受付期間内に必着 

（２）提出先 

   〒２９３－８５０６ 

  富津市下飯野 2443 番地 

  富津市役所企画政策部経営改革・ＤＸ推進課 担当：水島 

  電子メール：info@city.futtsu.chiba.jp 

（添付ファイル 10ＭＢまで受信可） 

（３）提出書類 

以下の書類各１部を電子メールにより（原本が必要な書類は、別途郵

送又は持参により）により提出すること。 
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 ア 参加表明書兼参加資格確認申請書（第３号様式） 

   富津市建設工事等入札参加者資格者名簿に登録されていない者

は、下表の書類を添付すること。 

  証明書は、提出日前３か月以内に発行されたものでなければならな

い。 

 提案書類名 提出上の注意 

① 履歴事項全部証明書（原本） 法務局で発行する法人の履歴

事項全部証明書 

② 印鑑証明（原本） 法務局で発行する法人の印鑑

証明 

③ 使用印鑑届兼委任状(第１号様

式) 

 

④ 委任状（任意様式） 支店等を代理人とする場合 

⑤ 営業所等一覧（第２号様式） 営業所等を有する場合のみ 

⑥ 国税及び地方税に未納がないこ

との証明書（原本） 

・税務署で発行する法人の法

人税並びに消費税及び地方消

費税の納税証明書 

・千葉県税の完納証明書（千葉

県内に本店又は営業所等を有

する場合のみ。県税事務所発

行） 

・富津市税の納税証明書（富津

市内に本店又は営業所等を有

する場合のみ。富津市発行） 

 

イ 財務諸表 直近２年分の決算書 

 

８ 参加資格審査結果の通知 

 参加資格審査結果は、令和８年４月 13 日（月）に、各参加表明者へ電
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子メールにより参加資格審査結果通知書（第４号様式）を通知する。 

また、参加資格を有すると認められた者には、当該通知にてプレゼン

テーションの日程等を通知する。 

 

９ 質問の受付 

（１）受付期間 

  令和８年４月 13 日（月）～令和８年４月 17 日（金）午後５時必着 

（２）質問方法 

  質問書（別紙１）に必要事項を記入の上、電子メールにより提出す

ること。 

電子メール：info@city.futtsu.chiba.jp 

（添付ファイル 10ＭＢまで受信可） 

（３）質問に対する回答 

質問に対する回答は、一括して質問回答書として取りまとめ、令和８

年４月 20 日（月）までに富津市ホームページへ掲載する。 

 

10 参加者が一者又はない場合の取扱い 

参加表明者又はプレゼンテーション参加者が一者となった場合、当該

一者で派遣予定者との面談及びプレゼンテーションを実施する。 

また、参加表明者がない場合又は辞退等によりプレゼンテーション参

加者がない場合は中止とする。 

 

11 技術提案書の提出 

（１）提出書類 

 ア 技術提案書等提出届（第５号様式） 

 イ 技術提案書（任意様式） 

 （ア）評価項目の内容を踏まえ、本業務の目的達成に資する具体的な

提案を記載すること。 

 （イ）仕様書及び実施要領に記載している事項以外に、本業務の目的
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を達成するために有益だと考えられる事項についても提案可能と

する。 

 ウ 法人等の概要が分かる書類（任意様式） 

 エ 地域活性化起業人派遣実績書（別紙２） 

 オ 業務実施体制が確認できる書類（任意様式） 

   業務の実施体制（組織、業務責任者及び業務担当者の氏名や人数

等）について記載すること。 

 カ 富津市地域活性化起業人派遣概要書（別紙３） 

 キ 派遣予定者職務等経歴書（別紙４） 

 ク 見積書及び見積内訳書（任意様式） 

（２）提出方法 

  紙媒体、電子媒体（ＰＤＦファイル）双方を下記のとおり提出する

こと。 

 ア 紙媒体：持参又は郵送により各８部提出すること。 

 イ 電子媒体：電子メールにより提出すること。 

（添付ファイル 10ＭＢまで受信可） 

※容量等の事情により電子メールに資料を添付できない場合は、電

子メールに資料をダウンロードするためのＵＲＬを添付すること。 

（３）提出期限 

  上記（２）ア、イいずれも令和８年４月 24 日（金）午後５時必着 

（４）提出書類の作成等に係る注意事項 

ア 日本産業規格に定めるＡ４判の規格で作成すること。ただし、資 

料の作成上Ａ３版で作成した方が分かりやすい場合は、Ａ３版も可と

する。 

イ 紙媒体で提出する書類は、上記(１)に記載するアからクを順番に並

べ、項目ごとにインデックスを付し、一冊に編綴すること。 

ウ 書類提出後の修正、差替え等は認めない。ただし、必要に応じて提

出書類の補正や追加資料の提出を求める場合がある。 

エ 提出された書類は、審査が終了した後も返却しない。 
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12 選定方法 

（１）選定方法 

 提案者によるプレゼンテーション及び派遣予定者との面談を実施す

る。日程等の詳細は、別途通知する。 

（２）プレゼンテーション及び派遣予定者との面談について 

 ア 実施日 令和８年４月 28 日（火）（予定） 

 イ 場 所 富津市役所本庁舎（予定） 

        （富津市下飯野 2443 番地） 

 ウ 実施内容 

一者につき、準備 10 分以内、プレゼンテーション（20 分）、質疑

応答（20 分程度）、派遣予定者との面談（10 分程度）の順で実施す

る。 

ただし、参加事業者が多数の場合は、実施時間等を短縮することが

ある。 

 エ 出席者 

   担当者、派遣予定者を含め３名以内とする。 

 オ その他 

   プレゼンテーションの実施順序は、技術提案書の受理順とする。 

 カ その他 

 （ア）プレゼンテーションは非公開とする。 

 （イ）モニター、HDMI ケーブル、延長コードは、本市で用意する。そ

の他必要なもの（パソコン、インターネット環境等）は、提案者で

用意すること。 

 

13 審査方法 

（１）審査は、評価基準書に基づき、技術提案書、プレゼンテーション

及び派遣予定者との面談により、審査委員会が行う。 

（２）評価は、審査委員一人につき 85 点満点とし、評価合計点数の最も

高い提案者を優先交渉権者とする。ただし、評価合計点数が最低基準
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点 255 点に満たない場合は、優先交渉権者の選定は行わない。 

（３）合計点が最も高い提案者が複数ある場合は、重要度が高い評価項

目についてのみ合計し、その範囲において最も高い評価点を獲得した

提案者を優先交渉権者とする。 

 

14 評価基準 

 評価基準は、以下のとおりとする。 

評価項目 評価基準 

事業者要件 経営状況に問題はないか。 

提案内容 

仕様書及び実施要領の内容を理解し、本業務の目的に

合ったものとなっており、業務改革が期待できるか。

【重要】 

業務の棚卸、課題整理、業務プロセスの見直しまでの

一連の手法について、具体的かつ実効性の高い提案と

なっているか。【重要】 

本業務の目的、仕様書及び実施要領に記載された業務

内容及び実施体制を踏まえ、業務全体の実施スケジュ

ールが適切に設定されているか。【重要】 

仕様書及び実施要領に掲げた内容以外にも本市のＤ

Ｘ推進に資する提案があるか。 

業務遂行能力 

社内において、地域活性化起業人をフォローする体制

が整備され、継続して業務を遂行できるか。 

地域活性化起業人は、業務遂行に必要な知識、経歴、

コミュニケーション能力を有しているか。 

地域活性化起業人は、意欲的かつ主体的に業務に取り

組む意欲があるか。 

地域活性化起業人は、本市の職員が一緒に働いてみた

いと感じられる人物か。 

 ※【重要】：重要度の高い項目 
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15 選考結果の通知 

（１）選考結果は、全ての参加事業者に対し、令和８年５月１日（金）

に電子メールにより、プロポーザル審査結果通知書（第 10 号様式）を

通知するとともに、富津市ホームページにて選考結果を公表する。 

（２）選考結果通知書に記載した内容以外の質問には回答しない。 

（３）審査の経緯及び結果についての意義申立ては、一切受け付けな

い。 

 

16 協定締結に関する基本事項 

（１）優先交渉権を与える順位の決定後、順位が最も高い事業者と協定

締結の交渉を行う。 

なお、交渉結果、合意に至らなかったときは、評価得点の高いものか

ら順に協定締結の交渉を行う。 

（２）協定の内容は、仕様書、実施要領及び技術提案書等の記載事項等

を基に本市と協議し、決定するものとする。 

（３）優先交渉権は、協定締結結果を富津市ホームページに公表するこ

とにより消滅する。 

 

17 その他 

（１）辞退について 

  参加資格を有すると認められた者が技術提案書の提出を辞退する場

合は、プレゼンテーション実施日前日（休日の場合は、直前の開庁

日）の午後５時までにプロポーザル参加辞退届（第９号様式）を提出

すること。 

（２）失格となる場合について 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

ア 協定締結までの間に参加資格を満たさなくなったとき。 

イ 参加表明書その他の提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

ウ この要領に定める提出書類の提出方法その他の条件に適合していな
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いもの。 

エ 審査の公平性を害する行為があったとき。 

 

18 問合せ及び提出先 

富津市役所 企画政策部 経営改革・ＤＸ推進課（担当：水島） 

住所 〒293－8506 富津市下飯野 2443 番地 

電話 0439－32－1652 

電子メール：info@city.futtsu.chiba.jp 

（添付ファイル 10ＭＢまで受信可） 

 


